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松寿会指定短期入所生活介護事業所 

介護予防短期入所生活介護サービス利用重要事項説明書 

１．施設経営法人の概要 

法 人 名 社会福祉法人 松寿会 

法 人 所 在 地 秋田市浜田字陳ヶ原１５番地５ 

電 話 番 号 ０１８－８２８－７８５６ 

代 表 者 氏 名 理事長  佐々木 勘右エ門 

設 立 年 月 日 昭和３８年１月２２日 

業 務 の 概 要 

 当法人は、各種介護保険事業所及び特別養護老人ホームをはじめ

とする各種老人ホームを経営し、総合的な高齢者の福祉の向上を目

指しています。また、地域福祉の拠点として中核的な役割を担うた

め、各種在宅サービスを実施しています。 

 この他に、大学や専門学校などの委託による各種養成研修・介護

実習等の受け入れや、幼稚園・保育所、小・中・高校生との交流、

地域のボランティアの参加による各種行事の実施など、地域とのつ

ながりや福祉意識の高揚などにも力を入れています。 

老人福祉施設 

 松寿会養護老人ホーム 松寿園 

 松寿会（盲）養護老人ホーム 松峰園  

 松寿会特別養護老人ホーム 松涛園 

 松寿会軽費老人ホーム（Ａ型）だいせん 

 松寿会在宅介護支援センター 

介護保険事業所 

訪問介護事業所  ３ヶ所（ホームヘルパーの派遣）  

 通所介護事業所  １ヶ所（デイサービス） 

 短期入所生活介護事業所  １ヶ所（ショートステイ） 

 居宅介護支援事業所  １ヶ所（居宅サービス計画の作成等） 

 介護老人福祉施設  １ヶ所（特別養護老人ホーム） 

 特定施設入居者生活介護  ２ヶ所（養護老人ホーム） 

障害者総合支援法に

基づく居宅介護事業 
 居宅介護事業所（訪問介護事業所） 

 

２．特別養護老人ホーム松涛園の概要 

施 設 名 松寿会特別養護老人ホーム松涛園 

所 在 地 秋田市浜田字陳ヶ原３５番地３１ 

介護保険事業者番号 指定介護予防短期入所生活介護 ０５７０１０２９４７ 
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３．職員体制 

当施設では、ご利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護サービスを提供する職

員として、以下の職種の職員を配置しています。職員の配置については、指定規準を遵

守しています。なお、職員は松寿会特別養護老人ホーム松涛園との兼務です。 

職   種 人数 資 格 等 

施設長・管理者 １名  

医  師 １名 非常勤 

生 活 相 談 員 ２名 介護支援専門員２名、社会福祉士１名 

事 務 職 員 ４名  

介護支援専門員 ５名 生活相談員２名、介護職員３名    

介 護 職 員 ３６名 介護福祉士３２名、介護支援専門員３名 

看 護 職 員 ４名 看護師４名、衛生管理者１名 

栄 養 士 １名 管理栄養士１名 

調 理 員 ７名 調理師７名 

技 術 員 １名 危険物取扱責任者１名 

＊資格取得状況は、一部重複があります。 

４．居室等の概要 

当施設では、以下の居室･設備をご用意しています。 

居室･設備の種類 室   数 備           考 

個室（１人部屋） ４ 室 個室 

３ 人 部 屋 １ 室 多床室 

４ 人 部 屋 ２０ 室 多床室 

合    計 ２５ 室  

浴 室 ３ 室 リフト式、車いす式、特殊浴槽があります 

静 養 室 １ 室  

医 務 室 １ 室  

食 堂 兼 ホ ー ル １ 室  

リビング・談話室 ５ 室  

機 能 訓 練 室 １ 室  

＊この施設・設備は、特別養護老人ホーム松涛園との共用です。指定介護予防短期入所生

活介護の利用にあたって、ご利用者に特別にご負担いただく費用はありません。トイレ及

び洗面所は、施設内３ヶ所（居室外）に設置してあります。 
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５．ご利用施設について 
（１）施設の目的 

指定介護予防短期入所生活介護事業所は、要介護状態になることをできる限り防ぐ（発

生を予防する）、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。

ご利用者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。 

この施設は、軽度の介護（要支援１・２）が必要な方がご利用できます。 

 
（２）運営方針 

・人生が豊であり続けるように、ご利用者の意思を尊重します 

 ・ご利用者の命と生活に直接関わる仕事であることに誇りを持ち、質の高いサービスを

提供します 

・個人情報の保護を基本にしてご利用者の生活を援助します 

 ・従事者の人間性の高揚と技術の研鑚をします 

 ・保健・医療・福祉の連携を図り、地域福祉の向上をめざします 

 

（３）居室の変更について 

  ご利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設で

その可否を決定します。また、ご利用者の心身の状況により居室を変更する場合があり

ます。その際には、ご利用者やご家族等と協議の上決定するものとします。 

 

 

６．主な職種の勤務体制  

職 種 勤 務 体 制 平日・土曜日・祝日 日曜日 

介護職員 

早番：午前７時１５分から午後４時００分 １名 

日勤：午前８時３０分から午後５時１５分 ６～１０名 ５～７名 

遅番：午前１０時３０分から午後７時１５分 ３名 

夜勤：午後４時から翌日の午前９時００分 ５名 

看護職員 

早番：午前７時１５分から午後４時００分 １名 

日勤：午前８時３０分から午後５時１５分 １～４名 １名 

このほか、夜間・緊急時は２４時間の連絡体制を確保しています 

＊ 日勤における介護職員の人数の差は、入浴の形態に合わせた対応の違いによるもので

す。 

 

７．提供するサービスと利用料金 

指定介護予防短期入所生活介護事業所では、ご契約者に対して次のサービスを提供し

ます。 
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（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

  以下のサービスについては、滞在費および食費を除き利用料の大部分（通常９割）が

介護保険からから給付されます。 

サービスの種類 内 容 等 

居 室 個室、３人部屋、４人部屋があります 

食 事 

・栄養士が、ご利用者の身体状況に適した栄養量の確保と嗜好に配慮し

た献立を作成し、食事を提供します。また、複数の献立から選択して

いただくことができる、選択食を実施しております 

・家庭的な雰囲気のリビングや居室など、お好きな場所で会話を楽しみ

ながら食事をお召し上がりいただきます。 

・次のように食事時間を設定していますので、お好きな時間にお召し 

上がりいただけます 

食事時間： 朝 食  ７時２０分 から  ８時００分 

        昼 食 １１時４５分 から １２時３０分 

        夕 食 １７時４５分 から １８時３０分  

入 浴 

次の３つの形態から身体状態に応じて週２回程度ご利用いただきます 

１．特浴：寝たきりの状態にある方がご利用できます 

２. リフト式入浴：イスに座ったままご利用できます 

３．車イス式入浴：車イスのままご利用できます 

ただし状態に応じ、清拭等となる場合があります 

排 泄 
排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を 

行います 

リハビリ体操 
ご利用者が楽しんで生活していただけるよう、身体状況に応じて、 

リハビリ体操や余暇活動を行います 

生 活 相 談 
施設での生活相談に限らず、在宅生活に向けてのさまざまなご相談に 

応じます 

健 康 管 理 
毎日の検温や血圧測定等を行います 

看護職員が健康に関するご相談に応じます 

送 迎 

 身体状況に応じ、リフト付送迎車輌で入・退所の送迎を行います。対 

応は、月曜日から金曜日までの午前８時３０分～午後５時１５分となり 

ます 

その他自立 

への支援 

寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します 

 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します 

適切な整容（洗顔・口腔ケア・整髪等）を行い、清潔で快適な生活が送

れるようを援助します 
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その他 

・認知症介護にかかる研修を受けた職員が、ご利用者を支援いたします 

・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を整備し、サービ

スの提供を行います 

・虐待の発生又はその再発を防止するための対策を整備し、サービスの提 

供を行います 

・業務継続計画(BCP)に基づき、感染症や非常災害の発生時においても、

必要なサービスが継続的に提供できる体制を整備しております 

 

〇利用料 

・別紙の料金表によって、ご利用者の要支援度に応じたサービス利用料金から介護保険

給付費額を除いた金額（サービス利用による自己負担額：介護保険負担割合証に記載

された割合《１割から３割》）及び滞在費、食費の合計額をお支払ください。（サービ

スの利用料金は、ご利用者の要支援度に応じて異なります） 

・ご契約者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料の全額をいった

んお支払いただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険

から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を

行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負

担額を変更します。 

 

○その他の介護給付サービス加算 

 ①当事業所では、下記の通り一定の条件を満たしておりますので、次の加算をご負担い

ただきます                          

加算の種類 加算の条件 加算額 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ） 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割

合が８０％以上である場合等 
２２円/日 

介護職員等処遇改

善加算（Ⅰ）  

介護職員の基本的な待遇改善や職場環境改善

等の取り組みが要件に満たしている場合 

基本料金+各種

加算の合計金額

の 

１４．０％ 
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 ②次の「加算の条件」に当てはまる場合、ご負担いただきます   

加算の種類 加算の条件 加算額 

送 迎 加 算 
ご自宅から松涛園、または松涛園からご自

宅まで松涛園の車両で送迎した場合 
１８４円（片道） 

療 養 食 加 算 
医師の指示に基づく療養食を提供した場

合 （１食あたり８円） 
２４円/日 

若年性認知症利用

者受入加算 

若年性認知症利用者に対して指定短期入

所生活介護を行った場合 
１２０円/日 

緊急短期入所受入

加算 

介護支援専門員が、緊急に短期入所生活介

護を受けることが必要と認めた者の受入

を行った場合。（７日間を限度） 

９０円/日 

 

（２）介護保険給付の対象外サービス（別紙・１参照） 

①滞在費    ②食費     ③その他 

特 別 食 の 提 供 ご希望に応じて、特別食のご用意ができます 

理 美 容 サ ー ビ ス 理容師等の訪問時ご希望によりサービスが受けられます 

                         

（３）その他の経費 

上記のほか以下の費用につきましては自己負担になる場合があります。 

・レクリエーションに出かけた際のお土産購入費、飲食代。 

・買い物サービス利用時の物品購入費。 

・サービス提供地域を超えた送迎の際の費用（燃料代実費） 

 

（４）料金の支払方法 

１ヶ月ごとにまとめて計算し請求します。当月分を翌月末日までに、お支払ください。

お支払いただきますと領収証を発行いたします。 

 

８．利用中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご利用者の希望により、下記医療機関において診療や治療

等を受けることができます。ただし、下記医療機関での優先的な診療･治療等を保証する

ものではありません。 

 

協力医療機関 

医療機関の名称 所 在 地 診 療 科 備 考 

市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町４－３０  内科 他  

中通総合病院 秋田市南通みその町３－１５ 内科 他  
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協力歯科医療機関 

医療機関の名称 所 在 地 備      考 

三浦歯科医院 秋田市新屋元町２２番地３４  

 

 

９．事業所を退所していただく場合 

（１）契約の終了による退所 

  事業者との契約で、以下のような事項に該当する場合には契約が終了し、ご利用者に

退所していただくことになります。 

① 要介護認定により、ご利用者の心身の状況が非該当又は要介護とされた場合（こ

の場合でも他のサービスをご利用いただけます。） 

② 事業所が解散した場合、破産した場合、またはやむを得ない事由により事業所を

閉鎖した場合 

 ③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能にな

った場合。 

 ④ 事業所が介護保険の指定を取り消された場合または辞退した場合 

 ⑤ ご利用者から退所の申し出があった場合 （詳細は以下をご参照ください） 

 ⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合 （詳細は以下をご参照ください） 

 

（２）ご利用者からの契約解除による退所 

契約の有効期間であっても、ご利用者から事業所からの退所を申し出ることができま

す。その場合には、退所を希望する前日までに申し出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約･解除し、事業所を退所することができま

す。 

① 利用料の変更に同意できない場合 

② 事業所の運営規程の変更に同意できない場合 

③ ご利用者が入院された場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを実

施しない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が、守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が、故意または過失によりご利用者の身体･財物･

信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な行為

を行った場合 

⑦ 他の利用者がご利用者の身体･財物･信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れ

がある場合において、事業者が適切な対応を取らない場合 

 

（３）事業者からの契約解除による退所 

以下の事項に該当する場合には、事業所から退所していただくことがあります。 

① ご利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ 
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れを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情 

を生じさせた場合 

② サービス利用料のお支払が６ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわ 

らずこれが支払われない場合 

③ ご利用者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは 

 他の利用者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うこ   

 となどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ ご利用者が、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設に入所した場合もしくは介   

 護療養型医療施設に入院した場合 

   

 

１０．ご利用にあたっての留意事項 

① 面会について   

・ ８時３０分から１７時００分までの時間帯で、他の利用者の迷惑にならないようお

願いします。早朝及び夜間の遅い時間のご面会をご希望の際には、事前にご相談く

ださい。 

・ 来訪される場合は、なま物等日持ちのしない食品の差入れはご遠慮ください。また、

それ以外の差入れについても、職員に都度お知らせください。同室者の中には食事

制限等の必要な場合もありますので、他の利用者へのお心遣いは不要です。 

・ 面会者が飲酒の場合や、風邪などの感染性の疾患に罹患している場合には、面会を

ご遠慮いただく場合があります。 

・ ご面会時に現金・貴重品をお持ち込みになる場合は、その都度職員にお知らせくだ

さい。 

② 飲酒･喫煙 

  健康上及び他の利用者の迷惑にならない程度の飲酒は可能です。また、喫煙は定め

られた場所･時間内でお願いします。 

③ 金銭･貴重品 

  多額の現金や貴重品等の持ち込みはご遠慮ください。お小遣い程度等の金銭管理に

ついては、ご希望によりお預かりします。 

④ 設備･器具の利用 

 洗濯機、冷蔵庫、テレビ、電話等は他の利用者と共用です。他にもご利用いただけ

るものがありますので、使用をご希望の際にはご相談ください。 

⑤ その他 

  ・職員または他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動

等はご遠慮ください。 

・所持品のお持ち込みについては、保管場所の関係上必要最小限として下さるようご

協力をお願いします。 

  

１１．事故発生時の対応 

ご利用者の容体に変化がある場合や事故発生時には、ご家族、医師、居宅介護支援事
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業者及び市町村等関係者に連絡する等必要な対応をいたします。 

 

１２．身元引受人等について 

(１) 松寿会指定短期入所生活介護事業所では、本契約締結にあたり、身元引受人等設 

定をお願いしています。 

 (２) 身元引受人は、本重要事項説明書及び契約書における「代理人」とし、「代理人」

とはご家族または縁故者もしくは成年後見人等とします。 

 (３)  身元引受人の職務は、民法４５８条も２に定める連帯保証人とします。 

  (４)  (３)における連帯保証人は、次の性質を有するものとします。 

   ① 連帯保証人は、ご利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担す

るものである。 

②  連帯保証人の負担は、極限度１００，０００円を限度とします。 

③  連帯保証人が負担する債務の元本は、ご利用者または連帯保証人が死亡したと

きに、確定するものとします。 

④ 連帯保証人の請求があったときは、事業者は、連帯保証人に対し、遅滞なく、

利用料等の支払い状況や滞納の額、損害賠償の額等、ご利用者の全ての債務の額等

に関する情報を提供しなければなりません。 

 

１３．非常災害対策 

 ① 災害時の対応 

   人命尊重を第一に、緊急通報装置により全職員が駆付けると共に自衛消防隊による

避難誘導、初期消火等を行います。また、同一法人の施設職員及び地域の消防団等に

も災害時の協力を依頼しています。 

② 防災設備 

緊急通報装置が設置されており、火災等災害が発生した場合にはボタン操作のみで

消防署及び職員に通報が送られます。また、自動火災報知器や屋内消火栓等の防災設

備を設置しています。 

③ 防災訓練 

自衛消防隊を組織し避難訓練、消火訓練、通報訓練、職員駆付け訓練等各種訓練を

行い利用者の皆さん及び職員の防災意識の高揚と防災設備の使用訓練を実施していま

す。また、年一回夜間を想定し、消防署員の指導による消防検証を行っています。 

 

④ 防火管理者 

消防法で定められた防火管理者 １名を配置しています。 

 

１４．相談窓口･苦情対応 

  

○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 
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指定介護予防短期入所生活介護事業所 

電 話 番 号：０１８－８２８－７８５６ 

ファックス：０１８－８２８－７８６３ 

松涛園施設長：佐々木 勘右エ門 

対 応 時 間：午前８時３０分～午後５時１５分 

＊緊急時２４時間 

 

 

○ 公的機関においても苦情申し出等ができます。 

秋 田 市 介 護 保 険 課 

所 在 地 ：秋田市山王一丁目１－１  本庁舎２階 

電 話 番 号 ：０１８－８８８－５６７２  

ファックス ：０１８－８８８－５６７３ 

対 応 時 間 ：午前８時３０分～午後５時１５分 

秋田県国民健康保険 

団体連合会(国保連) 

所 在 地 ：秋田市山王四丁目２－３  秋田県市町村会館 

電 話 番 号 ：０１８－８８３－１５５０ 

ファックス ：０１８－８８３－１５５１ 

対 応 時 間 ：午前９時～午後５時 

秋田県福祉サービス相 

談支援センター 

所 在 地 ：秋田市旭北栄町１－５  秋田県社会福祉会館 

電 話 番 号 ：０１８－８６４－２７２６ 

ファックス ：０１８－８６４－２７４２ 

対 応 時 間 ：午前８時３０分～午後５時１５分 

＊土曜日、日曜日、祝日等を除く 
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別紙 

１．利用料金                             (1 日あたり) 

２．食費について                                 （１食あたり） 

 朝 食 昼 食 夕 食 合 計 

金  額 ３１９円 ５６３円 ５６３円 １,４４５円 

 

◇滞在費・食費の負担額の軽減 

世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けておられ

る方の場合は、居住費、食費の負担が軽減されます。 

 

 利用者負担段階ごとの対象者の要件とその負担限度額         （１日あたり） 

利 用 者 負 担 段 階 滞 在 費 食 費 

対 象 者 区 分 多床室  

生 活 保 護 受 給 者 
第１段階   ０円 ３００円 

世
帯
全
員
が 

市
町
村
民
税
非
課
税 

老齢福祉年金受給者 

課税年金収入額と合計所得金

額の合計が８０万円以下の方 
第２段階 

４３０円 

６００円 

課税年金収入と合計所得金額

の合計が８０万円以上１２０

万円未満の方 

第３段階① １，０００円 

課税年金収入と合計所得金額

の合計が１２０万円以上の方 
第３段階② １，３００円 

上記以外の方 第４段階 ９１５円  １，４４５円 

 

要支援度 介護予防サービス費 滞在費 食 費 合  計 

要支援１     ４５１円 ９１５円 

第１段階から第３段階

の方には、負担限度額

が適用されます 

１,４４５円 

第１段階から第３段階

の方には、負担限度額

が適用されます 

２，８１１円 

要支援２     ５６１円 ２，９２１円 


